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第 51回 松江市景観審議会 

会 議 録 

 

１．日 時  令和 6年 5月 22日（水） 9:00～11:20 

 

２．場 所  松江市役所 本館 3階 第 1常任委員会室 

 

３．出席者（敬称略、順不同） 

（１）委員（11名中、出席者 10名） 

千代章一郎会長、正岡さち副会長、小草牧子委員、金坂浩史委員、 

實重彩香委員、杉原潤一委員、藤間寛委員、日野由紀子委員、 

富田秀則委員、松本光弘委員 

（２）事務局 

石本まちづくり部長、佐伯建築審査課長、藤井景観指導係長、 

中司計画係長、岸本主幹、須山副主任、木村主事 

 

４．議 題 

 （１）報告事項 （仮称）クレアホームズ松江大橋について 

（２）審議事項 

     第１号議案（諮問） 

      ・松江城景観形成基準の見直しについて 

      ・松江城周辺の建築物等の景観基準について 

 

     第 2号議案 

      ・事前協議制度の導入について 

 

５．傍聴者数 5名（報道関係者除く） 

 

６.議事 

（事務局） 

それでは定刻になりましたので、ただいまから第 51回松江市景観審議会を開

催させていただきます。 

本日進行役を務めます、松江市建築審査課景観指導係の岸本と申します。よろ

しくお願いいたします。 

本日は報告事項 1 件、審議事項 2 件を予定しておりまして、11 時を目途に終
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了という予定にしておりますので、よろしくお願いいたします。 

まず会議に先立ちまして、委員の皆様には事前の資料の中でお知らせをして

おりましたかと思いますが、アドバイザーの設置についてご説明をさせていた

だきます。 

 

（藤井景観指導係長） 

松江市まちづくり部景観指導係藤井です。 

私の方から西村先生を紹介したいと思います。 

この度景観計画の見直しを行うにあたり、アドバイザーを設置することとし

ました。 

アドバイザーには都市計画を専門とする國學院大學観光まちづくり学部長の

西村先生にお願いをさせていただきました。 

西村先生は、日本の世界文化遺産登録に長らく貢献され、現在は日本イコモス

国内委員会の顧問を務められています。 

また、近世城郭の天守群の世界文化遺産登録を目指して、松江市、松本市、犬

山市の 3 市で構成している近世城郭群、世界遺産登録推進会議準備会では、専

門家会議であるワーキンググループの座長を務めていただいております。 

景観計画の見直しは松江城周辺を想定していることから、世界遺産登録と関

係がありますので今回アドバイザーとして入っていただく運びとなりました。 

それでは西村先生より挨拶をお願いできればと思います。 

 

（アドバイザー） 

西村です。オンラインという形で失礼します。どうぞよろしくお願いしたいと

思います。 

今ほどご紹介いただきましたように、私は都市計画が専門ですが、特に景観の

問題にも色々関わっていて、2004 年に景観法ができるときに国土交通省とやり

とりをですね、随分動いたことを今でも懐かしく覚えています。 

先ほどお話がありましたように、今世界遺産の日本の暫定一覧表がかなり少

なくなってきたので改定するという動きが文化庁にありまして、そこにぜひと

も近世城郭群についてシリアル（・ノミネーション）で入れるべきではないか、

これは日本のためになるんじゃないかということで、3市でもって、犬山市、松

本市、松江市の 3市でですね、準備会を設けておるんですけれども、その中でい

ろいろ議論をしてきております。 

うまくすれば今年度か来年度、この議論が文化庁の方でも進んでいく。 

今お城周辺のところにいろんな活気力があるということでですね、ちょうど

その部分が世界遺産の議論をすると、バッファゾーンに当たるものです。 
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バッファゾーンにどういうものがあれば共有できるのかっていう議論と、か

なり重なるものですから、そういう意味ではこの点に関して何かアドバイスが

できればということと、お引き受けした次第です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

西村先生ありがとうございました。 

今後西村先生には、アドバイザーとして景観審議会にご参加いただく予定で

すので、皆様よろしくお願いいたします。 

 

次に本日の出欠状況でございます。 

本日の審議会は、日之蔵委員がご欠席となっております。 

本日の審議会につきましては、原則公開ということになっておりますので、公

開にて行わせていただきます。 

議事録についても公開ということでございますので、その旨皆様ご承知おき

ください。 

なお傍聴の皆様におかれましては、注意事項等をご一読いただきまして、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。 

それでは開会にあたりまして、まちづくり部長の石本の方から、皆様にご挨拶

申し上げます。 

 

（石本まちづくり部長） 

改めましておはようございます。 

4月からまちづくり部長を拝命しております石本と申します、どうぞよろしく

お願いいたします。 

本日は第 51回の景観審議会を開催するにあたりまして、委員の皆様に大変お

忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

さて本日の議題につきましては、松江らしい景観の保全、創出を図るため、松

江城天守からの眺望基準の見直しや、松江城周辺の建築物等の景観基準の見直

し、これについて諮問をしております内容であったり、また、松江城周辺に高い

建築物を建築する事業者に対して、義務づけを行います、景観事前協議制度、こ

れを導入することについてお伺いしたいというふうに思ってございます。 

また前回の景観審議会において答申をいただきました大橋川沿いに予定をし

ております高層の建築物につきまして、松江市より事業者の方へ申し入れを行

っております。 

これに対しての回答を事業者からいただいておりますので、それについての
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ご報告もさせていただきたいというふうに思っております。 

できるだけわかりやすい説明を心がけていきたいというふうに思っておりま

すので、皆様から忌憚のないご意見、また、様々な角度からのご意見をいただけ

ればというふうに思っております。 

委員の皆様には貴重なご意見をいただきながら、さらなる松江の良好な景観

形成を図っていくということで進めて参りたいというふうに考えておりますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

以上簡単でございますが、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただ

きます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

続きまして、千代会長からごあいさつをいただきたいと思います。 

 

（千代会長） 

皆様どうもおはようございます、千代でございます。 

今日は比較的っていうか、かなり皆さん参加いただいて、相当無理をされてご

出席いただいた委員もいらっしゃいますけれども、どうぞ本日はよろしくお願

いします。 

それからまた西村先生。私は学生の時代、それからぺーぺーのときにですね何

度も、何度もというか先生は全く覚えてないはずなんですけど、お会いしており

まして、こうして一緒にお仕事を共有させていただけることも何かのご縁と思

いまして。松江の方で、他の委員の方々と一生懸命に取り組んで参りたいと思い

ますので、西村先生どうぞよろしくお願いいたします。 

以上のようなことで、先ほど議題の方は石本部長の方から簡潔にご説明いた

だいたので、それに沿って議事を進めて参りたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

それでは議事に入る前に本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

お手元の資料をご確認いただきますようお願いいたします。 

1 点目が次第書、2 点目に席次表、3 点目がＡ4 1 枚の景観基準見直しのため

のアドバイザー設置という表題の資料、4点目がＡ4 2枚組の回答書、5点目が

諮問書の写し及び景観計画の抜粋を添付したもの、6点目が右上に第 1号議案資
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料と記載のある資料、7点目が右上に第 2号議案資料と記載のある資料、最後 8

点目となりますが参考資料、こちらは第 2号議案の参考資料となります。 

以上、お手元の資料不足ございませんでしょうか。 

皆さんよろしいでしょうか、不足ございませんでしょうか。 

 

そうしますとここで事務局から皆様に 1点ご報告がございます。 

景観審議会の委員を務めていただいておりました田淵委員につきましてです

けれども、一身上のご都合によりご退任の意向があり、令和 6年 3月 31日付け

で辞任届の提出がありましたことをご報告させていただきます。 

皆様ご承知おきいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

それとこの後議事に移りますけれども、毎回お願いをしておりますけれども、

この後議事録作成する上で正確な内容を記すために、ご発言の際にはマイクを

通してご発言いただきますようによろしくお願い申し上げます。 

それではこれより先の議事進行につきましては、松江市景観条例第 48条の規

定に基づきまして、会長に進めていただきたいと存じます。 

千代会長よろしくお願いいたします。 

 

（千代会長） 

どうもありがとうございました。 

ここで本会議の成立報告をいたします。 

委員 10 名の先生方ご出席いただいておりまして、1 名欠席でございますけれ

ども、松江市景観条例第 48号第 2項の規定に基づいて、委員の過半数の出席に

より、成立していることをご報告申し上げます。 

次ですけれども、本日の審議会の議事録署名の確認をしていきたいと思いま

す。 

順番で参りますと、3番目になりますけど、正岡委員ということになりますの

で、お願いしたいと思いますけれども。突然お願いしたんですけど、よろしいで

しょうか。 

 

≪委員了承≫ 

 

そのような形で他の委員の方々よろしいでしょうか。 

では、委員どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは議事を進行していきたいと思いますけれども、まず前回ですね、ご議
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論いただいた内容も含めて、どういうふうな結論に導かれたのかというような

ところ、或いはそれの良い面もありますし、悪い面といいますか、まだまだ物足

りないものもあるのかもしれませんが、その辺も含めてご報告の方をしていた

だきたいというふうに思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

【報告事項】 

 

（佐伯建築審査課長） 

建築審査課長の佐伯でございます。私の方からですね、（仮称）クレアホーム

ズ松江大橋についての報告をさせていただきます。 

後ろの画面の方ご覧いただけますでしょうか。 

ご覧の通り、地上階について、形態意匠について、建物の高さについて答申を

しています。 

その答申を踏まえて松江市は事業者へ、4月 11日に申し出を行いました。 

申し出の処置事項につきましては答申と同じでございます。 

その後、それによる回答が事業者の方からありましたので報告いたします。 

まず地上階についてでございますけども、屋外駐車場について、生活者の安全

の確保、並びに南側に面する松江市の代表的な川辺の景観に配慮した配置、デザ

インになるように考慮いただきたいということにつきましては、駐車場の配置

の変更はできないが、南側の機械式駐車場について景観に配慮した塗装と、機械

や車両の露出を極力抑えるためのですね、横ルーバーを配置するという回答を

いただいております。 

それと生活者の安全確保については、隣地境界線に設置する目隠しフェンス

を道路境界線から 1m程度セットバックすることにより、人や車両の出入りの際

の見通しは確保できるようにするということを回答いただいております。 

次に、植栽についてでございますけども、できる限り植栽の種類や、川辺との

調和に務めるように進めるということで回答いただいております。 

それと形態意匠についてでございますけども、傾斜屋根を用いるなど、松江市

が形成してきたまちなみと調和を図るように配慮いただきたいという、このこ

とに対しての回答でございますけども、事業計画や採算面、スケジュールに影響

を及ぼすため形状の変更はできないという回答をいただいております。 

それと建物の正面から見た外観について、川辺のまちなみと調和し、生活感が

出ないように配慮いただきたいということについてでございますけども、これ
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は今のデザインについては周辺の建物との調和を考慮し、ブラウンをメインカ

ラーとして、また、バルコニーの立ち上がりのガラス手すりは目線の届きやすい

7階までは、松江城や武家屋敷をイメージした黒やグレーのガラスを採用し白い

アクセントを入れて地域の調和を図り、8階から上は乳白色のガラスを採用して、

周囲への圧迫感を現在配慮しているということでございます。 

生活感については、バルコニーのガラス手すりには不透明なガラスを採用し、

バルコニーの内側が川辺から見通せないようにするということ。 

さらに、バルコニーの立ち上がりに布団を干すこと、バルコニーの手すりより

上に洗濯物を干すことを禁止する内容の原始的管理規約を作成し、引き渡し時

に説明するという回答をいただいております。 

建物の高さについてございますけども、隣接する大橋館の高さを目安に松江

市が形成してきたまちなみに調和を図るように配慮いただきたいということで

お願いしたところですけども、法規制やルールに則り企業活動としての事業を

計画していますので、事業計画や採算面、スケジュールに影響を及ぼすため変更

はできないと回答いただいております。 

その他の変更についてでございますけども、夜間の屋上部のＬＥＤライン照

明や、柱を照らすスポット照明などの設置を計画していましたが、周囲への配慮

のため中止するということ。川沿いに面した屋外駐車場に設置したリングシャ

ッターの素材がステンレスで反射するため、川辺の景観を配慮し中止するとい

うこと。それと、強固な構造のマンションの特性を生かし、災害時の一時避難所

として共有部分の一時提供などを検討しており、今後松江市と協議を進めたい

ということ。 

それと地域活性化のため、マンションの購入者に町内会への加入を促す内容

を重要事項説明書に明記し、積極的に案内するように努めるということ。 

それと次、ZEH-M Orientedの取得を予定しており、従来より断熱性や省エネ

性を上げた、環境に配慮したマンションにするということ。 

それと低炭素建築物の認定を予定しており、太陽光パネルを設置するなど二

酸化炭素の抑制に役立つ環境に配慮するマンションにするという回答でござい

ました。 

回答報告は以上でございます。 

 

（千代会長） 

ありがとうございました。 

大体市の方から出していただいた要望というのは、おそらく皆さんで多様な

論点からご議論いただいた内容をそのままお伝えしたような形になるかと思い

ます。 
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なかなか駐車場とか、それから外のファサードですか。生活感の出るファサー

ドみたいなところではある程度こう解決策を示していただいたかなと思ってい

るところありますけれども、なかなか抜本的に計画を変えるような内容、とりわ

け経費とかですね、事業採算みたいなことを考えたときには難しい側面もある。 

それから後でこれは議題にもなりますけれども、スケジュールですよね。 

30 日規定というものがあって、もうこの段階でというような部分も結構大き

く響いているのかなというようなこともございます。 

いろいろそういう限界ということもあろうかと思いますけれども、皆様より

報告事項について何かご意見等ありますでしょうか。 

はい。金坂委員、どうぞ。 

 

（金坂委員） 

失礼します。 

金坂といいますよろしくお願いします。 

報告事項の具体的な内容に関しては、特に報告事項なので申し上げることは

できないかと思いますが、このクレアホームの事業に関してアドバイザーにな

られました西村先生の方は内容をご存じで、例えば大橋川から見たこのマンシ

ョンが建つパースとか CGとかはご覧になっていただいたのでしょうか。 

或いは今回のこの報告に対して西村先生のご感想を聞かせていただければあ

りがたいんですが、いかがでしょうか。 

今の報告内容とかはご存じない状態ですか。 

 

（アドバイザー） 

今日の資料はいただいております。 

会長からの答申と事業者からの回答書、パース図、配置図はいただいておりま

す。昨日か一昨日の段階で。 

それで、具体的に細かい情報はわからないので、なかなか周りの状況も含めて

答えにくいんですけども、一般論とするといかに周りと調和した建物にするか

っていうことだと思うんですけれども、ただ事業者からの回答だと、一応これも

合法だって言われているのでなかなか強い意見が出しにくい形かと。もう少し

ルールが明確に、こういうものであるべきだっていうのがあればもう少しお願

いのしようがあるのかなという印象を持っていますけども、あまり具体的な中

身は承知していないのでこれ以上のことはなかなか言えないです。よろしいで

しょうか。 
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（金坂委員） 

すいません、ありがとうございました。突然の質問申し訳ありませんでした。 

 

（千代会長） 

西村先生、どうもありがとうございました。 

そういうふうな色々限界があって、今回制度設計を新たに設けるということ

になるんだろうなと。次の議題になりますけれども、そういうことでよろしくお

願いします。 

では事務局の方から続きまして、ご説明の方をお願いします。 

 

【第 1号議案】 

 

（藤井景観指導係長） 

では第 1号議案の方をご説明したいと思います。 

まずは諮問書の方をご覧ください。 

1 枚目の方は松江城の建築物等の景観基準についての諮問になっております。 

諮問内容を読ませていただきますと、松江市景観計画において、保全すべき景

観資源として景観上重要な地域の 1つに松江城及びその周辺を指定しています。 

松江らしい景観を保全創出するため、松江城に景観形成を図る新たな区域の

設置及びその区域における建築物・工作物の高さを含めた景観基準などを定め

ることについて意見を聞くものがあります。 

2枚目をおはぐりください。 

眺望基準ということで松江城景観形成基準の見直しについての諮問になって

おります。 

諮問内容としましては、松江市景観計画において松江城を景観上重要な展望

地の 1 つとして位置付け、さらに主要な展望地として松江城景観形成基準を設

けております。松江城周辺の良好な町並み景観を保全するため、松江城景観形成

基準の見直しをすることについて意見を聞くもの。 

この 2点について今回、お話をさせていただきます。 

3枚目以降の景観計画の抜粋に関しては、先ほど景観上重要な地域とか、松江

城及びその周辺とかですね、主要な展望地というところのページを載せさせて

いただいている形になっています。 

諮問書の方は以上になります。 
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（千代会長） 

ちょっとすいません口挟んであれですけど。 

皆さんよろしいですか。 

眺望基準っていうのは特に建物どうこうっていうよりも、そういう地点を選

んでいく。これが大体 2 年ぐらいかけてということ。建物の方は先見事項って

いうかな、できるだけ早く可能な限り、いろいろこう松江市の方としてはいろん

な先例の今までやってきたような限界を少しでも改善できるように、スピード

感を持ってやるという意味で、1年ぐらいで結論をとりあえずはですね、とりあ

えずという言い方はどうかわかりませんけれども、1つ案を出していく、そうい

うことでございます。 

そこまでよろしいですか。 

結構なかなか理解が大変かと思いますけれども、そこはいいですかね、コンセ

プトというのはどういう考えでどういうスケジュールか。 

もう 1 回その件について今からご説明があると思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

（藤井景観指導係長） 

第 1号議案の方の資料をご覧ください。 

1ページ目、松江城景観形成基準の見直しと松江城周辺の建築物等の景観基準

について、現状についてお話をします。 

目的としましては、国宝松江城を中心とする城下町として、歴史的、伝統的な

まちなみを先人から連綿と受け継いでおり、市民の皆様が愛着と誇りを感じ、訪

ねる人の心に残る景観保全と形成を目指しております。 

とりわけ、本市のシンボルである国宝松江城の周辺地域は、市民の皆様にとっ

てかけがえのない松江らしい景観が形成されているところ、これを守り次世代

に継承することが私たちの世代の責務であると思っています。 

そのために高さを含めた景観基準の見直しを図るものです。 

内容としましては眺望基準の見直しと松江城周辺の景観基準の見直しになっ

ています。 

2ページ目をご覧ください。 

眺望基準の現状ということで載せさせていただいています。 

松江市景観計画において、松江城は主要な展望地であり、松江城からの眺望基

準として松江城景観形成基準というのを設けております。 

1 つはポツにありますように天守から見える東西南北の山の稜線を妨げない。 

2つ目のポツとして、天守から宍道湖の湖面が見える範囲で、嫁ヶ島の水際線

を延長した線を侵さないというものがあります。 
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その 2 番目の嫁ヶ島の水際線というのが、天倫寺と宍道湖大橋を挟んだ概ね

60度のエリアとなっています。 

3ページ目をご覧ください。 

先ほど言いました松江城の眺望基準を写真で説明させていただきたいと思い

ます。 

写真の右側が、天守から宍道湖の湖面が見える範囲で嫁ヶ島の水際線を延長

した線を侵さないというエリアになっており、水色の点線で示したところまで

の高さ制限がかかるものになっております。 

この範囲は宍道湖大橋南詰めのところまでとなっており、それより東側、（写

真の）左側は山の稜線が眺望基準となっております。 

この東側に一定の眺望を確保できるよう高さ基準の見直しを図るものとなっ

ております。 

4ページ目をご覧ください。 

松江城周辺の建築物の高さ基準の現状となっております。 

松江城周辺においては、歴史的なまちなみ景観の保全を目的に、塩見縄手を中

心に高さを制限しております。 

一方で松江城南側は高層建築物の立地が可能な商業地域に区分されており、

松江らしい景観を残し次世代に受け継ぐため、松江城周辺の景観基準を見直す

必要があります。 

5ページ目をご覧ください。 

スケジュールにつきましては、1つ目の松江城の景観形成基準、眺望基準の見

直しについてですけれども、高さ及び制限区域の検討に 5 ヶ月程度、その後景

観審の諮問答申、法定手続きになりますけどもそれが 7 ヶ月程度の期間を要す

るということで、最短で 1 年を要するということで、早ければ 7 年 4 月から施

行ということを目指していきたいと思っております。 

もう 1つは、都市計画法・景観法に基づき、松江城周辺においてエリアを特定

し、松江らしい景観を創造するため、必要な景観基準を検討するものです。 

高さ制限の手法、高度地区や地区計画、景観法の重点区域などの検討をした後、

都市計画法もしくは景観法による高さ基準を設けること、また、景観基準を設け

ることとなります。 

その際、住民の皆様のご理解を醸成することが前提となります。 

その後、7年度以降ですけれども法定手続きが必要となりますので、景観規制

が発効するまで 2 年程度を見込んでおり、令和 8 年 4 月の導入を目指して取り

組んで参りたいと思っています。 

6ページをご覧ください。 

審議の方法についてです。審議方法ですけれども、1つ目のポツとしては専門
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委員会の設置をすると。その専門委員会の方で景観計画の原案策定の方を行い

たいと思っています。その 2 つ目のポツとしてその原案ができましたら、景観

審議会において審議し、諮問への答申を行うという形です。 

3番目のポツとしまして建物の高さを含めた景観規制ですので、私権の制限が

かかりますので、臨時委員を設置し専門委員会に弁護士・不動産鑑定士に加わっ

てもらうこととしています。 

7ページをご覧ください。 

審議方法についての流れを図示したものとなっております。 

4 月 30 日に諮問をさせていただきましたので、それを今回の審議会で、かけ

ているところですけれども、その下に松江らしい景観づくり委員会、案ですけれ

ども、専門委員会を設置した形でそちらの方でですね、景観計画の原案策定を、

（専門委員会を）数回開催しながら作っていくという形になります。 

その中で事務局として、その原案のための素案や、資料の提供をさせていただ

きながら進めていくと。それができ上がったところで再度景観審議会に持ち上

がってそこで審議をして答申をしていくという流れになります。 

8ページ目をご覧ください。 

その流れを時系列順に並べたものとなっております。 

今回の第 51回景観審議会、そのあと委員会の方で審議をしていきながら、必

要に応じて中間報告を行っていくと。その後さらに専門委員会の方で練ってい

って景観審議会にて答申という流れとなっております。 

説明の方は以上となっております。 

 

（千代会長） 

ご説明ありがとうございました。 

ちょっと私の方で、言い方が逆になっているところがありましたので訂正さ

せてください。 

眺望が 1 年ですね。眺望が 1 年で、建物関係が 2 年というふうにざっくり思

っておいていただければ。建物の方が法律的にいろいろややこしい問題がある

ので 2 年かけてやるということですので。ちょっと私の説明が逆に言っている

ようなところもあったかと思いますけど、そういう形で検討していくというこ

とで。今、大体のところのご説明、論点 3つあったかと思いますけど、さらに大

きく分けると 2つです。 

1つは諮問を受けた内容がどういうものかということ。今私の方で補足ってい

うか訂正説明させていただいた通りのことと、現状がどうなのか。 

つまり、松江城の眺望基準の見直しは大体 1 年、松江城周辺の建築物等への

景観計画の見直しについては 2年で行うということですね。 
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もう 1つがですね、専門委員会を設置するということです。 

この具体的な背景は私の方から少し説明っていうか補足して説明しますと、

市長の方も、ずっと意向があるわけですけども、できるだけスピード感を持って

議論を進めたいと。なかなかこういう市町村レベルでっていうのは時間がかか

るものですけれども、できるだけ迅速に話を進めたいと、迅速といいますかスピ

ード感を持って早めに新しい制度設計をしていきたいということで、専門委員

会で原案を練る、そこにも書いてございますように、あくまで原案でございます。 

そういうふうなところでやっていく。その専門委員会を設置するというのは

大きなところの 2 点目ですね。具体的な諮問の内容ということと、その諮問の

内容を実現し得る手段として、専門委員会という会議を設立してどうしていく

のかというようなことになろうかなと思います。 

今専門委員会の名前は案ですけど、松江らしい景観づくり委員会というふう

になっています。 

市の方と私でいろいろ市長に駄目出しをされながら、練りに練った案でござ

いますので、どうかこういう形でやらせてもらえれば良いかなと。 

名前だけのことですけども。他都市だとね、割にあんまりピンとこないような

名前も（あります）、アドバイザー委員会とかですね、そういうのが多いんです

けど、やはり松江は松江らしく、他の都市の事例もあるんですが、そういう中で

できるだけ松江モデルっていうかな、他の都市にも参考になる、地方自治体に参

考になるようなモデルを積極的に意欲的に、しかも迅速にスピード感を持って

推し進めたいということで、こういう委員会の名前を案とさせていただいてお

ります。 

スケジュール感については以上のようなことで、一応そういうことになって

います。 

ここで、事務局からの説明に関しまして、私の補足の説明でも結構でございま

すけれども、委員の皆様より質問等がありますでしょうか。 

 

（實重委員） 

スケジュールについて、教えていただきたいんですけれども。 

5ページのフローを見ますと、令和 6年度の上半期のところで、高さ及び制限

区域の検討が、8月までですね。 

それから、高さ制限の手法、景観基準及び制限区域の視点場の検討が 9 月ま

でということで、上半期のうちにこの概ねの規制案を作られるようなイメージ

でおられるんでしょうか。 

8 ページの、この諮問の方法に関して、51 回の審議会の後に松江らしい景観

づくり委員会を挟んで中間報告、それから答申することになっているんですけ
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れども、このスケジュール感をですね、教えていただきたいと思います。 

 

（藤井景観指導係長） 

そうですねちょっとスケジュール通り進むかわからないですけども、一応月 1

回程度の形では専門委員会を開きながらですね、検討を進めて参りたいと思っ

ています。スケジュール案通り進むかどうかというところは、ちょっとやってみ

ながらという形になるかなとは思っています。 

 

（實重委員） 

イメージとしては、今の 8 ページの答申ですね、この審議会としての概ねの

基準案とかですね、区域案というのが、8月 9月ぐらいにでき上がるようなイメ

ージでおられるんでしょうか。 

 

（藤井景観指導係長） 

その辺を目指しながらというところにはなるかなというところで、必ずそこ

でできるかと言われると、ちょっとやってみながらと思っています。 

 

（千代会長） 

いや僕も聞いたとき、これなかなか厳しいかなっていうところもあるんです

けど、原案を作成して、（景観審議会に）戻すじゃないですか。その時のプロセ

スですよね。だから、それを多少いろいろ問題あるといえばあるけれど、少なく

ともとにかく制度設計できるんであればそういうスケジュールでとにかくまず

いっぺん作ってみようかと。 

その代わりそれを担保するような見直し案みたいなものに道が通じるような

やり方っていうか、数年後にまた見直しがすぐにできるような形、運用してみて

ですね、みたいな形でやっていくっていうのも 1 つの方法ですし、練りに練っ

た計画は例えば 1 年と思ったのに 2 年かかっちゃいましたと。その間に、現状

の規制みたいな、法律的な規制の中でどんどん建物が建つという状況がいいの

かどうかですよね。 

そういうのも含めて、一応最短でいくと原理的にはこうなると。 

個人的な僕の意見としては、やっぱりこう見直せるような、そういうふうな制

度設計というか、そういうのは担保していく必要があるかなというふうには思

っています。 

 

（杉原委員） 

杉原と申します。 
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今ご説明いただいたスケジュール的なことは理解をしましたが、根本的なと

ころといいますか、言葉じりをつかまえるような話なんですけども、松江らしい

景観っていう、これって非常に、10 人いれば 10 人の考えがあると思いますし、

今から、ここからこの先何十年のことを考えていくにあたって、松江らしいって

のは何なのかっていうことが、共通認識できるものであるのか、それとも何とな

くみんなが思っているものでいいのか、それがちょっと言葉として引っかかっ

たので、松江らしいとは何ぞやっていうことがまず 1つ。 

それから、5ページの方で説明にありますけども、景観基準の見直しのところ

で、現在は松江城からの視点ということで景観基準ができていますが、この視 

点場の検討っていうのは、例えば松江城からの視点のみならず、市街地のこの地

点から見たものっていうものを想定しておられるのかということをちょっと伺

いたいと思います。 

 

（千代会長） 

その点に関して私の方でお答えした方が良いですか、それとも事務局の方か

らお答えされますか。 

 

（事務局） 

（会長から）お願いします。 

 

（千代会長） 

まず松江らしい景観、これは市長がそういうふうなスローガンを掲げておら

れるということにも関係しますけれども、それがどうあるべきか、どういうふう

なものであるというふうなことがあって制度設計するっていうよりも、むしろ

そういうものを 1 つの課題として、そういうものを通して今回の基準の見直し

を通してこう考えていこうという、1つの課題設定と思っていただければいいか

なと思います。 

確かに十人十色の答えもありますし、それから市としてのビジョンもあると

思います。 

そういう中で、市民の多様な意見を取り入れながら、どんなふうにして作って

いくのかっていうのはむしろこれからで、もしそれが最初からあるようだった

ら、何の独創性もないっていうか、委員の皆さんのご意見も反映されないし、市

民の方々の松江らしいというところの熟成というのもうまくいかないと思いま

すので、それを問いとして考えていきましょうと、1つの課題として考えていき

ましょうという、そういう意味でございます。 

その点はよろしいでしょうか。 
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（杉原委員） 

おっしゃることは何となくわかります。 

 

（千代会長） 

もう 1つの点ですけど、まさにそこだと僕も思ってます。 

どこかの建物から見た景観だけじゃなくて、世界中見ても、いろんなところか

らいろんな眺望点って作られていて、特に生活者の視点ということを言えば、地

上からどう見えるとか、或いは道幅の問題とか、そこに立っている現状の高さの

問題とか、結構いろいろあると思いますけど、見通しとかね。 

そういうことを専門的に検討していくと、結構いろいろ地上からの視点とい

うのも、まさに生活者、或いはそれは観光者にとっても重要な課題ですので、ま

ずはその眺望地点の数をどんなふうにして増やしていったり、或いはこの 60度

という角度になってますよね、これが本当にいいのかどうか、實重委員もその辺

随分と問題にされていたと僕も認識していますので、そういうところも含めて、

もう少しコンセプトを持って、あっちもこっちもっていうわけにいきませんか

ら、コンセプト、方針を立てつつやっていきたいというふうには思います。 

多分ご指摘の点は非常に重要なことかなというふうに思いましたので、以上

のようにお答えいたしますが、よろしいですか。 

 

（富田委員） 

私どもは屋外広告をしていますんで、屋外広告物条例でいくと、まちなみから

松江城を見たときに、それを妨げるか妨げないか、これもかなり重要で、同じ通

りの中でも、北側は松江城にかかるから駄目で、南側は松江城は関係ないから問

題ないとか、そういうのもありますんで、やっぱりまちなみから松江城がどう見

えるか、それも大事だと思いますし、前回 10月のときも言いましたが、眺望を

妨げる妨げないという表現がちょっと曖昧なところがありまして、やっぱ個人

的な主観があるじゃないですか。 

前回のときも私は、松江城からの山の稜線は明らかに眺望を妨げると言わせ

てもらったんですが、でも結局審議会の中ではそれは問題ないということで終

わったんで、その眺望という言葉をもっと具体的に、そういう時間は難しいと思

いますが、その辺を表現できるような方向で基準を見直していただければと思

うんですよね。 

 

（千代会長） 

ある種の客観性がどれだけ担保できるかっていうところも非常に重要ですし、
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それに関わる今おっしゃったような広告物。ああいったものをそこに含むのか

含まないのかというのも、一般的なスタンダードがどうこうというよりも、それ

こそ松江ではするというモデルを、そういうのもやはり先ほどのご質問にあっ

た松江らしいということを、我々どう考えるかということに関わってやってい

くということかなというふうには思います。 

それがいろいろ歴史的な環境をどう保全していくのか、松江城を中心とした

歴史的な松江にしかない資産をどういうふうにして保全したり、或いはそれと

の新しい関係を創り出していくのかというところに関わっていくんじゃないか

と思いますので、慎重な議論が必要だとは思っております。 

 

（正岡委員） 

すいません正岡です。 

5ページの何を指しているのかをちょっと教えていただきたくて。 

②の 2 つ目のスケジュールの 10 月から 12 月のところの土地建物の権利者へ

の意向調査っていうふうにあるんですけど、この土地建物権利者の権利者とい

うのはどういった人々を指しておられるのか。 

ちょっとうまくわからなかったので教えてください。 

 

（藤井景観指導係長） 

土地建物権者の意向調査というのはですね、その前段の高さ制限に関しての

制限区域がありますよね、制限区域にかかっている方に対しては、土地建物の高

さ制限がかかるような形になりますので、そういったエリア内の方に対して、制

限をかけたらどうっていう事の意向調査という意味になります。 

 

（正岡委員） 

そうすると、その前段階で地区の検討、見直しみたいなのもされるようなこと

も今会長がおっしゃられたかと思うんですけど、60 度の見直しとか、そういう

ようなところが変わると、ここの対象者も変わってくるということでよろしい

ですか。 

 

（藤井景観指導係長） 

そうですね。そのご理解で正しいと思います。 

 

（正岡委員） 

わかりました。 

ありがとうございます。 
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（千代会長） 

口挟んであれですけど、そういう建物基準の見直しも、現状のこの 10m、15m、

25mとかこういう範囲でいいのかも含めて、見直していくということになろうか

なというふうに思いますので、当然それによって自動的に変わってくると思い

ます。 

 

（藤間委員） 

藤間と申します。 

資料の 4 ページなんですけれども、今の話で建物の高さの基準の現状という

ふうになってるんですがこれはもう公表されてる数値でありますか。 

それともう 1 つは、この数値によってその住民に説明するということになる

のか知りませんけれども、私素人から見ると 12m ってどれくらい、何階建ての

建物を想定しているのかというのを、天井高にもよるんでしょうけども。 

その辺わかればと思います。 

 

（藤井景観指導係長） 

4 ページですね、黄色に関しては景観法に基づく形で平成 19 年ぐらいから順

次地区の方に入っていって、高さを地元の方とお話しながら進めたものです。 

この地区計画の方は大手前通りですので、大手前通りの整備に合わせてです

ね、都市計画の方で地区の方に入って高さ制限が入っていますので、こういった

形で塩見縄手含むこの周りに関しては、高さ制限が入っている。 

ただ景観法に関しては勧告まで、地区計画の方に関しては、届出をしながら高

さ制限を守っていただくという形になってます。 

12mの高さで、どの程度のものが建てられるかということについては、3階建

てから 4階建てということになっています。 

 

（千代会長） 

大体 3で割るといいますか、3から 3プラスアルファで割ると、大体の階高が

（わかる）。もちろんオフィスとか住居とかによって階高が変わってきますから、

意外に高さは変わってしまうんですけども、大体 3 で割るみたいなイメージで

マンションとかを見てもらったら、これぐらいのボリューム感かなあというふ

うなものがわかってもらえるかなと思います。 

松本委員お願いいたします。 
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（松本委員） 

5ページの、もう少し進んでいきまして、住民との意見交換のところなんです

が、これはどこのあたりの住民を言っているのか、松江市全体を指しているのか。 

どのような手法で意見交換をするのか、今後決められるのか。 

例えば公民館単位なのか、タウンミーティングのようなことを開かれるのか。 

何か今、計画があるんでしょうかということですが。 

 

（藤井景観指導係長） 

これも、土地権利者への意向調査とほぼほぼ変わらないんですけれども、当然

土地建物権利者さんだとそこに住んでおられない場合もあり得る話ですので、

（住んで）おられる方、制限区域のエリアの中のあくまで住んでおられる方との

お話し合いということを想定しています。各地区、事務局の想定としては自治会

単位ぐらいの範囲で、さらに細かく希望されれば細かい区単位で説明をするつ

もりで考えてはおります。 

 

（松本委員） 

わかりました。 

ありがとうございます。 

 

（千代会長） 

この辺もなかなか今まで通りの従来型のやり方でいいのかということも含め

て、ちょっとやっぱりもう少し広い範囲のパブリックコメントとか、いろんな手

法があるんですけどなかなかそういうのもあって、集まる議題は集まるけど集

まらないテーマでもうほぼ、（意見が）ないみたいなのもありますので、何かこ

う、独特の工夫とかいうのも必要かなというふうに思います。 

松本委員よろしいですか。 

 

（松本委員） 

ありがとうございます。 

この書き方だと、イメージとしては、全市民を対象にしてるのかなと思ったん

ですけど。 

あと、今回何度も新聞にこのたびのですね、地域ではすごく話題に上がってお

りますので。その辺をどういうふうに、松江らしさを共有していけばいいのかな

という。 
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（千代会長） 

そうですね。なのでもちろんそのエリア内に住まれている方と全然立場も違

いますし、お互いの立場を尊重しながらどうやっていけるかなと。 

あっちの意見はこう、こっちの意見はこうっていうわけじゃなくて、どれだけ

調和っていうか、尊重してやっていけるかなっていうその仕掛けというのは、と

ても難しい問題ですけど重要かなというふうには思います。 

金坂委員、さっき手を挙げられたようですが。 

 

（金坂委員） 

すいません失礼します。 

そもそもの確認ですが、今日の諮問として、景観形成を図る新たな区域の設置

等々、高さを含めた景観基準を定めることについて意見を聞くものとありまし

た。もう 1 つの方が松江城景観形成基準を見直しすることについて意見を聞く

ものとありますが、これが今日の 2 つの諮問と受けとめているのですが、現状

の資料はありますが、今この審議会の中でこの高さの数値だとか、エリアのこと

だとかを議論せよということであれば、もうちょっと資料が欲しいです。 

 

（千代会長） 

それに関しては、今こういう議題が出てきたので、こういうプロセスでこうい

う方向で議論していこうというところまでです。 

そこの内容について議論するということではございません。 

 

（金坂委員） 

スケジュールを確認せよということでよろしいですか。 

 

（千代会長） 

スケジュールとか、どういう組織かというそこの確認です。 

 

（金坂委員） 

わかりました。 

改めて第 1 号議案の目的に、松江らしい景観を残し、次世代に受け継ぐため

景観基準の見直しを図るものとありました。 

そもそもの景観形成の目的としてこの資料にはないですが、本書の方に良好

な景観を保全、創造、継承することを目的とすると明確に謳っておられます。 

そこで、あえて創造というところが抜けているのが、ひねくれた受けとめ方を

しますと、今既存不適格の建物が建て替わるときに、それを低くさせるっていう



第 51回松江市景観審議会会議録（要旨） 

 

21 

 

ことは景観の創造に繋がると思うんですが、そこに対してすでに諦めていると

いうふうに私は受け止めました。 

もともとの景観形成の目的として謳っていることに対してこの 3 つを掲げら

れていることについて、その創造ということも非常に大事なのかなと思いまし

たのでそれを検討していただきたいなと思いました。 

あと、新たな区域だとか、そもそも今の景観条例の内容をきちんと頭から全部

読み直しますと、かなり素晴らしい内容だと思います。 

ただその文言が先ほど富田委員からもありましたように、妨げないとか調和

を図るだとか、若干、以前おんぼらとした言葉でということがあって、それがゆ

えに素晴らしいということで、その時の議論としては数値を明確にするべきで

はないなんていうようなことにはなりましたけども、数値とかある程度強制力

が生まれないと、松江の景観を守れないということで今こういった状況になっ

てるかとは思いますが、そもそもは、景観条例としてはよい内容だと思うんです

が、その運用とか、最初に窓口に相談来たときの対応の仕方で、大分運用という

か、流れは変わってくるのかなという印象があります。 

なのでスケジュール等は、これに乗っかっていければ、素晴らしいなと思いま

すが、具体的な内容とかを見直すと思うんですが、今の景観条例をきちんと運用

できるっていうことを見直すことも大事なのかなと思いましたので意見させて

いただきます。 

 

（千代会長） 

はい、ありがとうございます。最初のテーマは非常に重要な点だと思いますが、

これはもちろんそこに創出というふうな言葉を含ませたいんだと思いますけど、

抜けてたっていう理解で、抜けてたという言い方は変ですけど、どうなんでしょ

うかその辺りは。あくまで創出は今ここでは問題ないということでしょうか。 

 

（石本まちづくり部長） 

先ほど金坂委員が言った創造という言葉ということで、私も挨拶の中で松江

らしい景観の保存、創出という言葉を使わせてもらいました。あくまで、守るべ

きを守る、また新しく創っていくところは創るということをしっかりしながら、

松江も新しい時代に適応した部分も必要だというふうに思っておりますので、

そういう部分では、切り替える部分は切り替えられるような形の新しい基準と

いうことも考えていく必要があるだろうというふうに考えておりますのでよろ

しくお願いしたいと思います。 
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（千代会長） 

なので内容的には、一応創出が非常に重要な点だと、金坂委員のご指摘、重要

な点ですので、その辺を踏まえて今後議論を進めていくというのが、ここで「松

らしい景観づくり」というふうに名前をつけさせていただいたのは、あえてそう

いう意味を含んでいます。そういう意味を込めてつけたつもりでございます。 

それについて市長の方もいいんじゃないかというようなことでおっしゃって

いただいていますので、保全と創出というところはしっかり踏まえたいという

ふうに思っています。 

金坂委員、よろしいでしょうか。 

 

（金坂委員） 

はい。ありがとうございました。 

 

（小草委員） 

小草といいます。よろしくお願いします。 

本日、せっかく西村先生がいらっしゃっているので、お伺いしたいんですけど

も、今現在世界遺産登録の推進の協議会の方で、この松江城はもちろんなんです

けれどもその周辺範囲っていうのが、どの辺まで含められた議論になっている

のかということを、ちょっと基本情報として押さえていたいなということで教

えていただきたいんですけれども、いかがでしょう。 

 

（アドバイザー） 

世界遺産の構成要素として考えられるのは、基本的に文化財に指定されてい

るところではないと守れませんので、その意味でいうと史跡などに指定されて

いる範囲の中でまずは考えるということなんですけども、今シリアル・ノミネー

ションで、松本城それから犬山城と一緒に考えているものですから、その 3 つ

のお城で共通して言える価値みたいなものをまとめて、そこをどういうふうに

選ぶかということを議論の最中なんですね。一番共通しているものが天守なの 

で、天守がある大規模な木造建造物とその周辺というのが一番共通点かなって

感じです。なので、城下町まで広げて構成資産になるというわけじゃありません。 

ただし、世界遺産はご承知の通り、周りにバッファゾーンを作るものですから、

バッファゾーンをどこまで広げるかっていうとですね、これも考え方がいろい

ろあるんですけれども、全体として見るとやっぱり城下町があってのお城だと

すると、やっぱり城下町のかなりの部分がバッファゾーンに含まれるだろうと

いうことを前提にですね、いろいろ議論しているという状況です。 

よろしいでしょうか。 
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（小草委員） 

それに関しては、松江城だけでなく他の松本城と犬山城に関しても同じ条件

でその周辺のことを進められているということですね。 

 

（アドバイザー） 

もちろんです。松本、犬山も旧城下町の大半の部分をバッファゾーンにしよう

というのが今の想定です。 

 

（小草委員） 

はい、わかりました。ありがとうございました。 

 

（千代会長） 

そのあたりは結構西村先生独特の視点かなと思います。 

要するに他都市の連携というか、ネットワークを組みながら、1つ 1つの町を

強固にしていくというやり方は、非常に独創的なやり方だというふうに僕も認

識をしておりますので。 

以上のようなことなんですけど、日野委員どうでしょう。 

何かご発言いただけますか。 

 

（日野委員） 

日野でございます。 

皆さんのご質問を聞きながらいろいろと納得する部分もありまして。私の方

は前回のところで、19 階建ての建物に関しては、やはり富田委員が言われたよ

うに、眺望を妨げないという部分に照らし合わせての 19階というのもギリギリ

のところで建っているんだなというのが感想でして、この部分での検討がとて

も必要になってきて、ただ妨げなければ大丈夫っていう、建築が可能になるとい

う部分での検討というのが必要なのかなと思います。 

それと先ほど松本委員の方からもご指摘ありました、住民との意見交換の部

分というのは、私の方も住民っていうのはどの範囲かなというのはちょっと考

えておりまして、その土地建物権利者の方々からどのぐらい範囲を広げられる

のかなというのは考えておりまして、自治会単位で広げられるということで、そ

れをもう少しエリアを拡大していただけたらいいのかなというのは、感想を持

ちました。以上です。 
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（千代会長） 

ありがとうございました。 

なかなかどういう手続きがあるのかっていうのは、それはそれで 1 つの考え

方っていうかも必要だと思いますし、その辺も含めて今後練っていくっていう

ことかなと。 

ですのでもう単純に高さの制限手法だけじゃなくて、いろいろこう考えるべ

きっていうか、手続き上運用も含めて考えていくべきことがあるのではないか

な。 

そのためにはできるだけ今日も西村先生の、他都市とのネットワークってあ

りましたけど、スケール感の似たようなところの状況みたいなところの、これは

藤間委員の方からのご要望にもあったかと思うんですけど、できるだけいろん

な情報を収集して、比較検討しながら進めていくというのも 1 つ重要な、いろ

いろ納得してもらえるっていうか、皆さんの合意形成を図るための 1 つの重要

な手法かなというふうに思いますので、そういうふうなものを含めて専門委員

会でご議論していくということになろうかなというふうに考えております。 

よろしいでしょうか。 

 

（金坂委員） 

すいませんもう 1つだけお願いします。 

審議方法について専門委員会を設置ということがありました。 

あと、今回スケジュールのことでも、前半の方で積み上げるというのは、実際

はやってみないとわからないというようなご回答がありましたけども、現状、こ

の景観条例とか見直すに当たるというのは非常に松江にとって大事なことかと

思います。 

会長からスピード感を持ってという話もありました。それで少人数というこ

となのかもしれませんが、これは私見ですが、少人数に絞ったとしても結局スケ

ジュールが合わなくて全員そろわなくて、さらに少人数になるっていうような

ことも懸念されます。 

例えば、景観審議会は他の専門委員会もありますが、そんなに活動してないと

いう認識がありますが、自分も関わっている他の専門員もそんなに頻度が高い

わけではありません。 

このいわゆる景観審議会をするときには出席者数の制限がありますが、この

専門委員会はその出席者数を、縛りを緩やかにして全員に声かけをして、全員が

専門委員会（の委員）になるなんていうような可能性はないでしょうか。 
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（千代会長） 

その辺りは、私の方からお答えした方がいいのか、それとも市の方からご説明

いただけますか。 

 

（事務局） 

会全体のことですので会長さん、お願いいたします。 

 

（千代会長） 

そうですか。 

一応その辺の議論も市長の意向ということもあります。一応専門委員を実際

の委員っていうか、専門を選ぶときはですね、やはり幾つかの指標といいますか、

専門性ですよね。特に期間も限られた中で、継続的な審議をしていくことになる

と思いますので、その専門性、それから市長が特に言われていたのは分野の多様

性ですね。なのでもちろん歴史的な環境ということもございます。それから、さ

っき申し上げた生活者の視点。それから福祉とかですね、医療福祉の関連、それ

からもちろんそこに建築も入ってくるわけですが、そういったところができる

だけフラットに水平な形で、とりあえず原案ですね、原案を作成して、それでこ

うやって 2 段階で上げていくという手法で、これも他の都市の、こういうアド

バイザリーっていうか、専門委員のボリューム感、規模感みたいなものを参考に

どういうものがいいのかなということで決めていくというふうなことでしてお

りますので、一応専門委員会ですね、一種の作業部会というのかな、その原案を

もとに、全員でもう一度、議論をしていただいて、最終のものを作っていく。骨

格の部分を作っておいて、肉付けを全員で作って、全員で責任を持って、それを

答申するという形になろうかなと思います。 

ですので多様でフラットな意見ということでも大体各分野 1名ずつぐらい。 

専門性それから多様性、それから昨今ですので男女の共同性といいますか、そ

ういうことを積極的に推し進めていくという観点からっていうふうなことにな

ろうかなというふうに思います。 

 

（金坂委員） 

そういった意見を松江市長が持っておられて、それを諮問を受けたので私は

全員でやった方がいいんじゃないかということでお答えしました。 

それが市長がそうだよということであれば、これ以上申し上げることができ

ません。 
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（千代会長） 

委員のおっしゃることももちろん重要なことかなというふうに思いますし、

いろいろ一長一短はあろうかとは思いますけれども、一応といいますか、議論の

スピード感、その継続的審議ということを含めて、一応専門性の高い方々の中で、

西村先生も含めまして、そういうところでまずは原案を作って、段階を経てやっ

ていくのが、ステップバイステップでやっていくということが、1つの手法とい

うのが、一応スタンダードモデルとしてあるので、そういうものを松江市で適用

して進めていこうかと。もちろんそこでいろんな問題が起こってくればですね、

また制度設計の変更というか、改正みたいなのは当然考えていく必要があろう

かなというふうには思います。 

 

（正岡委員） 

簡単なことで、すいません質問させてください。 

審議会の中に専門委員会がつくられるということで、今審議会は公開でなさ

れてるわけですが、この専門委員会は非公開になりますか。 

 

（千代会長） 

公開です。 

 

（正岡委員） 

公開ですか。 

 

（千代会長） 

そのつもりです。 

 

（正岡委員） 

議事録も公開されるんですか。 

 

（千代会長） 

もちろんそうですよね。 

僕は多分それの方がいいんじゃないかとお答えしたりしましたけど。 

 

（正岡委員） 

わかりました。 

ありがとうございます。 
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（千代会長） 

一応だからどういう議論が行われてるのかっていうことは、他の委員の方々、

それから市民の方々にもわかるような形にするのが、個人的にはベターかなと

思ってまして、そういう形で進めていくというふうにしたいというふうに思っ

ています。 

それでは専門委員会を設置するということで、委員については松江市の景観

条例第 41条 2項により、会長の指名する委員長及び委員をもって組織すること

から、後日私より個別に委員の指名をしたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

それではですね、今回、市長からいただいた諮問について、今後専門委員会で

の改定原案、原案ですね。原案を作成し、その後、景観審議会においてこの全体

の会議で内容について審議するということになりますので、委員の方々ご了解

いただけますでしょうか。 

よろしいですかね。 

もちろんいろいろご不満とか或いは逆もあると思うんですけど、とにかくや

ってみて、問題あったらできるだけ臨機応変に対応して、いろいろ進めていきた

いと思いますので、まずはこの形でやらせていただければというふうに思って

おりますので、もちろんこの審議会全体でのご協力なしには、専門委員会もあり

ませんので、必ずそういう 2 段階を経て議論させていただいて、お互いの意見

を尊重しながら進めていかないと、そうじゃないとまとまるもまとまりません

ので、とは思っております。 

 

ちょっとまた次ややこしいですけど、これも要するにスピード感を持ってや

れるところはとりあえず先やりましょうよっていう話の事柄でございます。 

では事務局より第 2号議案について説明をお願いいたします。 

 

【第 2号議案】 

 

（藤井景観指導係長） 

第 2 号議案ということで景観の事前協議制度の導入についてということでお

話をさせていただきます。 

まず一点注意ですけれども、この中（第 2号議案）で規模とかエリアとかが出

てきますが、あくまで第 1 号議案で出てきた松江城周辺の景観基準の見直しの

高さとかエリアとかとは全く別物でリンクはしていませんので、それぞれで考

えて、皆さんの意見をいただきたいと思っております。 
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（千代会長） 

ただこれも一応専門委員会を通してやるわけでしょ。 

 

（藤井景観指導係長） 

事前協議の実際の運用に関しては、専門委員会で行うということですね。 

この内容を決めることは審議会全体で決めていくということになっておりま

す。 

 

（千代会長） 

なのでここで今からご説明していただくのはこういう制度を導入することに

ついて、良いですか、悪いですかっていうことを了解いただけますかということ

と、そのプロセスについてのご説明というふうな理解でよろしいんですね。 

 

（藤井景観指導係長） 

あと委員さんのご意見をいただきたい部分もあります。 

 

（千代会長） 

だからその 2点ですね。 

 

（藤井景観指導係長） 

そうですね。 

まず目的からですけれども、資料の方ご覧ください。 

目的としましては、松江城周辺の景観形成を図る区域で中高層建築する事業

者に対して、景観条例に基づく景観の事前協議を義務づけて、きめ細かな景観誘

導を図っていきたいと。 

2つ目のポツとして、計画変更が可能な早い段階から、事業者、設計者、行政

がともに景観の配慮を確認することで、松江らしい景観を保全創出するための

制度を導入するということです。 

 

2つ目制度の位置付けとしては景観条例、景観条例の施行規則に基づく制度と

いうことになっており、9月に議会の方に、改正の上程を行うという予定にして

おります。 

 

3ページ目をご覧ください。 

事前協議制度のフロー図になります。 
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フロー図の下段ですけれども、景観の届出の枠が現在松江市で行っている景

観法に基づく景観の届出の流れになります。 

以前より景観審議会での中でも話を出させていただいています通り、景観の

届出は行為の着手予定の 30日以上前からの提出となっており、30日経過後は着

手が可能ということになっています。 

課題としましてはこの間で、前回もありましたように景観審議会を開いて、事

業者への要請をする上では日程が厳しいこと、要請を行っても設計が固まって

おり、変更対応が難しいということがあります。 

そこで今回導入を目指しているものが上段の事前協議制度ということになり

ます。 

これは景観の届出よりも前に行うもので、先に述べたように、計画の初期段階

で協議を行うことで、こちらからの要請や指導を設計に反映しやすくなると考

えております。 

事前協議の流れについて簡単に説明をいたします。 

事業者から事前協議の申出が提出され、それを市が受理し、協議を行うための

審議会の専門委員会を開催するということになります。 

専門委員会の中で計画についての審議を行い、事業者に対し要請を行います。

要請を受けた事業者は、その内容についてどのように反映させるかの回答を行

います。そしてその回答内容を確認し、まだ協議が必要だと判断した場合は再度

協議を行っていくという形になります。 

建物の規模や内容によって、専門委員会の中で景観審議会の意見を聞くべき

と判断された場合には、景観審議会でも協議を行うという形をと考えています。 

回答書の内容から協議が調ったと市長が判断した場合は協議を終了し、協議

の結果を事業者に通知します。事業者はこの協議の結果をもって、詳細設計に入

って景観の届出をし、その後、現在の景観の届出以降の流れとなるというもので

す。 

以上が事前協議の流れの説明となります。現時点のイメージですが、概ねこの

流れで導入することとなると考えております。 

 

続いて 4ページ目をご覧ください。 

今回審議会で皆様にご意見をいただきたい事項になります。 

1つ目が協議の対象行為、2つ目が対象規模、3番目が対象のエリア、4番目が

協議の方法、5番目が提出時期ということになります。 

まずは事務局案を説明させていただき、そのあと皆様よりご意見をいただけ

ればと思います。 
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5ページ目をご覧ください。 

1つ目は協議対象行為です。 

事前協議の対象行為は、建築物の新築増築、一部の工作物を案とさせていただ

いています。 

一部の工作物とは立駐など、規模の大きなものを想定しており、一般的な電柱

や基地局は事前の対象とはしないことと考えております。 

 

2つ目が対象規模です。 

案 1では、高さが 13mまたは 4階建てを超える、もしくは建築面積 1000㎡を

超えるものを対象規模として挙げています。 

これは松江市の景観計画区域における届出が必要な規模、大規模行為と呼ん

でいます、の規模になります。 

2 つ目は、案 1 から面積要件を除いて高さだけにしたものとなっております。 

 

（千代会長） 

ちょっとこれ補足しますと、案 1 は今現状としてできることのマックスはや

りましょうよというようなことですので、それをもうちょっと緩くてもいいん

じゃないかっていうのが、案 2ということになるかなというふうに思います。 

 

（藤井景観指導係長） 

はい、ありがとうございます。 

6ページをご覧ください。対象エリアについてです。 

対象エリアとしては 2つのエリアを挙げさせていただいております。 

1つ目は、歴史的風致維持向上計画に定める旧城下町エリアです。 

このエリアは松江市歴史的風致維持向上計画の中で、歴史的な建造物や伝統

的なまちなみの保全などを向上させるエリアとして指定されています。 

松江城周辺の景観の保全を目指す目的の中でも、このエリアの景観を維持す

ることが重要とあると考えておりますので、このエリアを案として提示してい

ます。 

2つ目は、都市計画法に基づく商業地域、ここで言う商業地域は旧松江市、旧

町村の商業地域は除いていますけれども、商業地域は容積率が高いため、高層の

建物を建てることが可能な地域ですので、今回案として提示させていただいて

います。 

事務局からはこの 2つのエリアを提案させていただきます。 

どちらを採用するか、橋北エリアだけに限定するか、また他にも対象エリアに

すべき区域がありましたら、ご意見をいただきたいと思っております。 
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7ページは実際に具体的に地図に落としたものとなっております。 

青い線で囲った部分が旧城下町、商業地域が赤い線で囲った地域です。 

ちょっと補足ですけれども、市役所などに関しては、江戸時代以降で埋め立て

られたところですので、新たにできた地域がありますのでそこは商業地域でカ

バーをしていくというようなイメージとなっております。 

8ページ・9ページは参考までに景観の重点区域とか地区計画ですね、白潟地

区計画の図面を、あくまで参考として載せているものになっております。 

 

次 10ページをご覧ください。 

4番目が協議方法です。 

これについては、専門委員会の設置を提案いたします。 

設置については景観をつくり出す要素である建築物の高さや、意匠形態、色彩

に加え、周辺環境の調和について、本市の景観行政や地域特性を十分に理解して

いる景観審議会の学識経験者を基本とした専門的な視点から的確な協議、調整

を行うことを目的としています。 

委員構成につきましては他市の構成を参考にしつつ、学識経験者や多様な専

門分野から選出を考えており、5人程度の少人数にすることで、機動的な委員会

になることを想定しています。 

以上のことから、先ほど第 1 号議案で設置することになりました松江らしい

景観づくり委員会から、臨時委員を除いた形で事前協議を行うのが良いのでは

ないかというのが事務局案となります。 

審議方法は届出の審査方法と同じく、景観計画の基準に沿って審議していた

だきます。建築物の配置、規模、意匠形態などです。 

 

11 ページの協議方法については先ほど言いましたように、審議内容に関して

は建築物の配置などです。開催頻度に関しては、事前協議の申出があったときに

1つの案件について 1回から 3回、月 1回ずつ程度を予定しております。 

協議については、事業者の事業に影響しますので、案件については非公開で行

うと。ただし、その協議の結果は、事前協議がすべて終了し、相手方に協議結果

を通知した後で松江市のホームページに公開します。なので、後から公開すると

いう形になります。 

また、協議結果については景観審議会に報告するものとするということにし

ております。 

 

12ページが専門委員会の他市事例ということになっております。 
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13ページをご覧ください。 

5番目の申出の提出日をいつにするかということになっております。 

事務局案としましては、景観の届出の提出の 120 日以上前、つまり行為着手

の 150日以上前に提出することを案とさせていただいています。 

120 日の根拠としましては下に書いていますように、専門委員会を毎月 1 回、

最大 3回するものとして 90日、これに事務処理期間等の期間を 30日加えて 120

日としております。 

下段の方の他市の事例をご覧ください。松本市と宇都宮市の事例を挙げさせ

ていただいております。 

この 2 つの市については、建築物の規模により期間を変えていることがわか

ります。 

 

14ページをご覧ください。 

事務局案のまとめということで 1 から 5 の方をまとめさせていただいており

ます。 

 

最後に 15ページ、今後のスケジュールについてです。 

この事前協議制度はなるべく早く導入したいと考えていますので、こちら今

あるスケジュールは、最速で導入した場合のものとなっております。 

今回皆様からいただいた意見を基にした内容で、6月中旬から 1ヶ月間、パブ

リックコメントを行います。 

そこでいただいた意見を反映させて、再度 7 月下旬を目途に景観審議会を開

いて意見を聞かせていただくと。それで内容を固めた上で、9月に条例改正の議

会上程をして、それが通れば、10月から制度の周知を図っていくと。 

令和 7 年の上旬には、早いところで施行・運用開始ということを目指してお

ります。 

以上で事前協議制度についての説明を終わります。 

 

（千代会長） 

ありがとうございました。 

皆さん理解追いついていますか、大丈夫ですか。 

なかなかこう、理解が追いつかないぐらい盛り沢山のことを聞かれておりま

すので、難しい面もあろうかなというふうには思いますけれども、ちょっと私の

方から、まずご意見いただくという以前に、ちょっとだけ補足をしておきますけ

ど、これも先ほどのクレアホームのときのご報告にもありましたけど、30 日だ

ともうほぼ設計が終わっていて、これから事業そのものの計画を変えるとか、詳
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細設計を変えるってかなり経費的な問題が発生して難しいなっていうところは

皆さん、その前の殿町マンションの問題でも、もうすでにご承知おきいただいて

いるかなあと思いますので、これを事前協議制度というものが、すでに先行的に

実施している自治体がありますので、そういうものを松江市でも取り入れて、早

めにこうやっていこうかなというようなことです。120日は大体スタンダードな

んですか。 

 

（藤井景観指導係長） 

宇都宮市は着手の 90 日前なので、30 日引くと 60 日前になったりするので。

だいたい 30、60、90とかそのあたりです。 

 

（千代会長） 

松江市では、厳しいかどうかは別にして、もっと前からできるだけ早めに出し

てくださいねと。そこである程度変更可能であるところができるでしょうとい

うようなことを事業者に申し入れをしたいというようなことがございます。 

120日という感じで今考えているということと、どこを対象かって今ご説明あ

りましたけれども、他都市にはもう少しコンパクトな、橋北エリアだけ、言って

みればという意味ですけども、橋北エリアだけのごく狭い範囲にしているよう

なところがどちらかというと多かったですよね。印象ですけどね、多かったんで

すけど松江市ではここの旧市街のところ、雑賀の辺りも含めたところまでする

のか、或いは北のエリアだけにして、南の白潟エリアは 9 ページ目にあります

ようにある程度規制をかけているというか独自に規制をかけている部分もある

ので、そちらで対応しているから橋北だけでいいんじゃないかと、案件がこう増

えすぎるという、そんなに最初からたくさんできるのかみたいな話もあるのか

なというふうに思います。 

これも一応先ほどの松江らしい景観づくり委員会で、同じ委員会でしていく

ことになろうかなというふうに思います。 

これも市長のご意向で、もう 2 つも 3 つも委員会を設置するのではなくて、

できるだけ専門性の高い人で機動力を持ってやって欲しいということと、あと

はもう 1つ僕の方から逆にお願いをしたのは、3ページ目に書かれてありますよ

うに、もう一度きちっと、例えば今回のクレアホームみたいなケースとか、殿町

みたいに、ちょっと極端かもしれませんが、ああいうものについてはやっぱりこ

う、全体の審議会の方にも戻して、皆さんのご意見を聞いた方がいいんじゃない

かというふうに思います。大きな案件については、小さいだとかその判断もあれ

ですけど、こういう案件が出てきた場合は、すべて専門委員会だけで終えるんじ

ゃなくて、皆さんとの議論の中で進めていきたいというのは私の希望として出
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させていただいて、それが反映されているというような形になっているという

ことでございます。 

では、それぞれ 4ページ目を見ていただいたらいいんですけれど、大体その 1

から 5、これについて、今回諮問ではなくて、審議会から意見を伺うということ

でしたので、この資料 4 ページについて、皆様のご意見をいただければと思い

ます。いかがでしょうか。 

小草委員お願いいたします。 

 

（小草委員） 

これ具体的な内容についてっていうことでよろしいんですか。 

 

（千代会長） 

そうですね。今回はこれで答申を出すというわけじゃなくて、あくまでご意見

をということですので。 

 

（小草委員） 

申請書提出時期っていうところでちょっと引っかかるのが、事務局案として

13 ページに景観届出提出の 120 日以上前、括弧で行為着手の 150 日前とあるん

ですけれども、大規模な建物をどう建築するかにあたって、まず最初にやるのが、

ボリューム計算になると思うんです。それで採算性があるなら、この規模のマン

ションを建てる、もしくは、この規模のオフィスビルを建てるというような計算

でやっていくと思うんです。この一番最初の設計期間が半年なり 1 年かかる前

の基本の段階で、このボリュームっていうのを計算するときに、果たしてこれで

いけるかどうかっていうのをそこでまずフィックスしないと、事業者っていう

のは怖くて前に進めないと思うんです。 

ある程度もうその 120 日前だろうが 150 日前だろうが、この時点ではほぼ形

やボリュームっていうのはもう決まっているのが通常なので、そこから階数を 3

階減らしなさいとか、4階減らしなさいっていうのも、それだったら最初からや

りませんでしたっていう話になると思うんです。ということは具体的なその手

続きに関してはいいかもしれませんけれども、最初の事業計画の検討の段階で、

本当にこれで大丈夫ですかっていう相談を事業者としては多分したいのではな

いかなというふうに思うんです。そうしたときに、その相談が例えば、松江市役

所に来たとして、その時に市役所さんとしては、どう対応されるのかなと、その

時点で 1 回ご協議にかける必要がないのかなというふうに感じるんですが、そ

こら辺はどうでしょうか。 
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（千代会長） 

もちろん事業内容にもよると思うんですけど、比較的大規模な場合は、やっぱ

りそういうこと起こり得るかと思うんですけれども。 

 

（金坂委員） 

小草委員の意見に全く賛成なんですけども、それこそ私も建築の設計をしま

すが、まず法チェックをします。それで景観条例とか、そのエリアの条例とかを

チェックして、そこでクリアできるようなことをまず検討します。 

そのときに、窓口で下話なり相談をします。そのときにもうこの条例なり法規

なりできちんと指導しないと、それでスルーして、計画が進んでやれ 90 日前、

120日前に出してやーやー言われたらたまらないと思うんですよ。 

なので、この事前協議の前の相談をいかにするか。その相談のときにこの審議

会が機能するべきであればそこでどう機能させるかということを考えるべきじ

ゃないでしょうか。 

 

（千代会長） 

そこは今すぐお答えいただける内容なんですかね。 

あくまで市としては、意見をお伺いして、考慮しますという意味なんでしょう

か。 

 

（金坂委員） 

今自分も含めた意見は、とにもかくにも確認を早くやるということを反対し

てるわけではないので、これはこれで急がれてもいいとは思いますが、根本的な

解決にはそういった事前協議の前の段階が大事ですよということの意見です。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。参考にさせていただいて、今後の対応について検討し

ていきたいと思います。 

 

（千代会長） 

現状で例えばどれぐらいの件数がそういう相談をされているのかなとか、そ

ういうことにも関連してくるかなと思いますし、いろいろかなというふうに思

いますけれども。その辺も含めて制度設計はもう少し練る必要は確かにありま

すよね。 

そうか 1年ぐらいにはもうフィックスしてないと…1年で遅いぐらいか、場合

によってはね。高さとかそっちのボリューム感に関してはね。 
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せいぜい建物の階高をぎりぎり下げられるところを下げるぐらいの話になっ

ちゃいますものね。結局殿町と同じようなことが起こり得るっていうのは 120日

でも変わらない部分もあるのかもしれませんね。 

その他いかがでしょうか。 

 

（藤間委員） 

対象エリアが旧城下町エリアとなるとですね、埋蔵文化財の問題が出てくる

と思うんですよね。 

その点は、現状そちらの事務局の方に先に話があるのか、埋文係に先に話があ

るのか、その辺の流れは全然わからないんですけども。 

おそらく業者としても、文化財があると工事時期が長くなってしまいますの

で、旧城下町エリアを対象とする以上は、文化財（埋蔵文化財調査課）と密接に

連絡を取る必要があるんじゃないでしょうか。 

 

（千代会長） 

確かに藤間委員のご指摘も非常に重要なポイントかなというふうに思います

けれども、そういう意味で 120 日前とかではちょっとなかなか対応というか、

もちろん連携っていうのはあると思いますけど、その辺も要検討でしょうか。 

 

（事務局） 

合わせて検討させていただきます。 

 

（小草委員） 

意見に補足させていただきますと、ある一定の対象エリアについては工事着

手前に一応埋蔵物があるかどうかという調査をしなければいけないと決められ

ておりまして、それで事前調査で何かが出た場合は、ちょっと一旦工事を始めら

れずに、一定期間きっちりと本調査をやらなければいけないということが決ま

っておりますので、そこら辺はすでにルールとしては確立されております。 

 

（千代会長） 

他いかがでしょうか。 

實重委員とかどうでしょうか。何かご意見ありますか。 

 

（實重委員） 

対象エリアについてなんですけれども、2つエリアが挙げられています。 

旧城下町エリアと商業地域ですね。 
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基本は旧城下町エリアを中心に検討するでいいと思うんですけれども、例え

ば松江しんじ湖温泉街とか、白潟の公園であるとかですね、宍道湖の周囲ですね、

そういったところも景観に非常に大きく影響するので、部分的に商業地域も入

ってくる検討が必要なのではないかなというふうに、ちょっと今エリア図を見

て思っていたんですけれども。対象エリアの設定の中で、その必然性みたいなと

ころの考え方を整える必要があるのではないかなというふうに思いました。 

1つ城下町というだけでなく、観光の目線とかですね、そういったところも含

めながらエリア設定をする必要があるのではないかなと。 

 

（千代会長） 

北側は結構温泉街があったり、南側はまたクルーズ船の話とか、結構観光的な

視点というものが、同時に地域開発的な、だけじゃなくて、松江市の方は特にそ

ういうところが問題になるかなと、ご指摘の通りかというふうに思いました。 

 

（杉原委員） 

先ほどの實重委員のお話に関連しますが、6ページの対象エリアの 1と 2があ

って、その下に上記 2 つのエリアより対象エリアを定める、1 と 2 の橋北エリ

ア、1と 2のすべてなどとありますけど、橋北エリアって限定すると、要するに、

前回の大橋川のマンションの向かい側は建ってもいいよということになってし

まうので、これはよろしくないんじゃないかなということを思いましたので、商

業地域という、②の橋北というのは入れないで、商業地域としたほうがいいんじ

ゃないかなということを思いました。 

 

（千代会長） 

特に商業エリアのところは、開発が比較的短期且つ、大規模なものが建つ可能

性がありますので、そういうところ特に重要だというのはご指摘の通りかと思

います。 

富田委員はいかがでしょうか。 

 

（富田委員） 

すいません 7 ページのこの協議対象エリアがちょっとわかりにくいんですよ

ね。赤い線で囲まれているところと、青い線で囲まれているところが重複してた

り、天倫寺の上に商業地域があるんですかね。 

 

（藤井景観指導係長） 

それがないと建てられなかったんだと思います。なのでここを商業地域とし
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ている。 

 

（富田委員） 

初めて聞きました。それで白潟の公園の方も商業地域に入っていますし、その

辺の対象エリアの設定はもっと細かくやっていく必要があるのではないかとい

うのと、9ページのこの事務局案というのは、これは何を指すのかがちょっとわ

かんなかったもんですから。この地域は一体何なんですかと思って。 

 

（千代会長） 

これは参考事例として載せてあるものですけど、これもうちょっと説明をし

ていただけますか。 

 

（藤井景観指導係長） 

9ページに関しましては、都市計画法に基づく地区計画というのがこの白潟地

区で、この水色とピンクと緑色が 3つ合わせての区域となっております。 

合わせて、その緑（の部分）に関しては、高さ制限も含めた形の地区計画となっ

て、20mという形で制限がかかっているものです。 

 

（富田委員） 

いや、これを見たらその辺がちょっとわからないです。なんのために色分けし

てあるのかとか。 

 

（藤井景観指導係長） 

橋南の方のエリアに関しては地区計画が張ってあって、形態意匠に関しても

制限がかかっていますので、ここに関しては、そういったものがかかっているの

で、広げる必要性がないかということも踏まえての参考の資料とさせていただ

いている形です。 

 

（富田委員） 

わかりました。 

 

（千代会長） 

日野委員はいかがでしょうか。 

ざっくばらんでも結構ですし、ご意見ございましたら。 
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（日野委員） 

ちょっと私も勉強不足であれなんですけれども、目的のところで、（変更が）

可能な早い段階からということで、事業者・設計者・行政がともに確認するとい

うことが書いてありますけれども、どの程度っていうか、以前宍道湖沿いのマン

ションの建築に関して、14階を 13階に、市の方で下げるよう提案されてそのよ

うになったということですけれども、この段階では一応それに範囲内であって、

多く申請を受理するというような部分なのかちょっと私、詳しくないのでわか

らないんですけど、どういった確認になるのかということがお聞きしたいのと、

それと先ほど出ました白潟地区ですけれども、大橋通りというか通りは松江ま

ちづくりという形で、それぞれのそういう団体でのまちづくりができてる中で、

どういったすり合わせで、そういう範囲を決めていくのかっていうことをこれ

から検討していただきたいかなというのがあります。 

 

（千代会長） 

そうですね。 

地区ごとにいろんな計画ございますし、それとのすり合わせということも、対

象エリアを決めるときには大きいかなというふうに思います。 

最初のご質問は多分、規制がかかっていればそれを超えてなければ結局いい

んじゃないかと、何を相談するんだみたいなご質問だなと思うんですが、その辺

りいかがでしょうか。 

 

（藤井景観指導係長） 

14階から 13階になった建物については県の時代で、その際にそこに関して宍

道湖景観形成区域っていうところでですね、宍道湖景観を除く区域に関しては

市がやっていたんですけども、宍道湖景観形成区域に関しては県がしていたの

で、その際に松江市としては意見を言った形なんですけども、そこで景観審議会

を開いた際に、どの高さがいいかっていう議論に当然なりましてですね、その際

に第 1 号議案で出させていただいた嫁ヶ島の水際線、あれが意見の中で出まし

てですね、その線まで下げて欲しいということで市の方は意見を出させていた

だき、その結果 1階ほど下げていただいたという経緯になっております。 

 

（千代会長） 

それはそれとして、最初のご質問ですよ、問題は。要するに、規制はあるのに、

規制がかかっているその範囲だったら基本的に建ってしまうのに、事前に相談

するっていうのはどういう意味があるんですかというご質問かなと思います。 
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（藤井景観指導係長） 

できるだけ早い段階から、市としてはこうして欲しいということをあくまで

お願い、あくまで基準に則らないといけないですけども、それをお話して、設計

に生かしていただき、反映させていただきたいというところが目的でございま

す。 

 

（千代会長） 

もちろんそこには周辺の高さの問題であるとか、それから色彩の問題である

とか、前回のクレアホームのことで言うと、ファサードをどうしていくのか、い

ろいろが問題があるような地区もありますので、高さが超えてなかったら何で

もありかという話ではないかと思います。 

そういうのを含め総合的にと、景観というのはそういう総合性っていうのが

ございますので、そのあたりを市のビジョンに合わせてチェックをしていって、

景観審議会全体で専門委員会とダブルチェックしていくという形がベターなん

じゃないかっていう議論かなと。 

 

（松本委員） 

先ほどの第 1号議案と違ってこの第 2号議案の今後のスケジュールの 15ペー

ジですが、6月中旬から 7月中旬にパブリックコメントということで、これはい

わゆるパブリックコメントと理解してよろしいですかね。 

 

（藤井景観指導係長） 

そうですね。条例案と合わせて、その制度がわかるものをホームページ等で載

せさせていただいたり、支所に置かせていただいて、意見を広くいただくという

ことを考えております。 

 

（松本委員） 

いろんな委員会でホームページとかってよく聞くんですが、本当に興味のあ

る方が見るということで、なかなかパブリックになってないと思うんですね。 

なんかもうちょっと手法を変えたほうがいいかなあと思うんですが。 

 

（千代会長） 

それはみんなわかってるんですけど、なかなかこうね、手法といえば難しいと

ころがあったりとかして。ただ、だからといってとりあえず禊みたいにやっとけ

みたいな話にならないように、いろんなチャレンジって言ったら変ですけど。 
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（正岡委員） 

ちょっと簡単な質問なんですけれども。 

8 ページのところに宍道湖景観形成区域っていうのが出てると思うんですけ

ど、この 8ページとか 9ページっていうのは、7ページの対象エリアの案の根拠

ということでよろしいんでしょうか。 

 

（藤井景観指導係長） 

根拠ではなくてあくまで参考として、こういった景観法に基づく重点区域が

ありますよとか地区計画が近くにありますよということの資料ということにな

っています。 

 

（正岡委員） 

今こういうふうな区域になっていて、それとは別に対象エリアを決めますっ

ていうための資料ですか。 

 

（藤井景観指導係長） 

そうですね。 

 

（正岡委員） 

わかりました。宍道湖景観形成区域はもっともっと広いですよね。 

 

（藤井景観指導係長） 

そうですね。これがずっと北は秋鹿、南は宍道の方までずっとぐるっと宍道湖

の周囲を囲むように、大ざっぱに言うと 200mぐらい陸地に入った部分がエリア

になっています。 

 

（正岡委員） 

そういったところはさっき観光とか、宍道湖周辺の景観っていうようなこと

の意見も出ましたけれども、だけど今回対象エリアにするのはここですという

ことでいいでしょうか。 

 

（藤井景観指導係長） 

委員さんの意見もいただきたいので、もし宍道湖景観も入れて欲しいという

ことであればそこを入れる形で、エリアの設定をするということがあると思っ

ています。 
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（正岡委員） 

観光っていうことを考えるのであればやっぱり宍道湖の美術館のあたりまで

ずっと散歩される方とかもおられますし、少し広げる案なんかも検討していた

だいてもいいんじゃないかなというふうに感じました。 

それと、あと 2つほどあるんですけど、1つは小草委員さんがおっしゃられた

こととも関係があるんですが、業者さんの取り扱う建物によっては、土地取得の

段階からもうマンションを建てますよっていう前提で取得される業者さんもあ

ると思うんです。そうなると、採算という面では土地の取得の段階から、もうあ

る程度想定があるんではないだろうかと思うんです。 

そういったところで、事前の相談というようなところのお話も出ましたけれ

ども、土地取得の段階のところがどうなるのかなっていう、そこでもう取得した

段階である程度かなり決まっているんじゃないかっていうところもあるんでは

ないかと思ったので、これはちょっと 1 つの疑問というか、どうするのかなと

いう疑問なのでお返事をいただこうとは今は思ってないんですけど。そういう

疑問を持ちましたということです。 

 

（千代会長） 

すべてリンクしていて、かといってどっかで切らないと成立しないっていう

か、少なくともどっかで切ってやってみるということはありますよね。 

 

（正岡委員） 

そうですよね。それはあると思います。 

ただ遡るとそこまでいくんじゃないかなという、疑問と意見です。 

あと、3つ目なんですけれども、最後 15ページのところで 10月以降に制度の

周知、施行が令和 7 年上旬となっているんですが、その制度の周知という期間

はどんなことを想定されているのかを教えてください。 

 

（藤井景観指導係長） 

周知なので、こういった制度が始まりますよっていうこともありますし、事前

協議は何日か前に当然しないといけませんので、すぐに（制度を運用）してしま

うと、もう事業が始まってるんだけど事前協議しないといけないというような

ことも出てくる。事業を始めたいんだけどっていうこともありますんでその辺

両方踏まえた上での周知期間を設けているという形ですね。 

 

（正岡委員） 

そうするとこの周知期間に建てますよっていうことが出てきた場合は、まだ
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運用が開始されていないので、かからない。 

 

（藤井景観指導係長） 

そうですね。そういう形です。 

 

（正岡委員） 

それで半年以上周知にかける意味はどういうところにあるのかなと思います。 

 

（藤井景観指導係長） 

どの程度周知をするかはこれから法令（市の法令を取り扱う課）とも話をしな

がら決めようと思っていて、半年空けるつもりはこちらとしては考えていませ

ん。上旬なので、1月、2月の早いところという意味の上旬という意味です。 

 

（正岡委員） 

はい、わかりました。年度ではなくって 7年上旬なんですね。 

 

（藤井景観指導係長） 

7 年上旬です。1 月、2 月とかそういう早い時期という意味の上旬という意味

です。 

 

（正岡委員） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

（金坂委員） 

協議対象行為の 5 ページと 14 ページを比べて、新築、増築、改築、或いは 5

ページでは改築はないよ、工作物を謳っておられるよっていうところがありま

す。工作物も、工作物の新築・増築・改築なんですかね。そこの確認でした。 

行為対象行為はこれで問題はないと思いました。 

対象規模の案 1、案 2というのは、1,000㎡を外した案 2の方が若干緩やかだ

よという理解でいいかと思いましたけども、そういうことでよろしかったです

か。 

 

（千代会長） 

そうですね。 

なので 1,000 ㎡の要件を入れたら、高さ関係なくとりあえず提出してもらう

ので一応厳しくなるというので、案 1 の方がよろしかろうという判断だと思い
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ますけれども。 

 

（金坂委員） 

あと対象エリアについて、またこれそもそもの景観形成基準の、いただいた資

料の中でですね、主要な展望地として松江城を謳っておられるんですが、景観形

成区域の 1－9ページですけども、今回松江城のことも重要な場所だという前提

で天守から見える東西南北の山の稜線の眺望を妨げないとあります。今回のエ

リアは確かに旧市街地と商業地域、今これでスタートされるのは結構かなとは

感じますが、東西南北の稜線ということも、改めて検討してもいいのかなと感じ

ました。 

 

（千代会長） 

この辺りはおそらく、とりあえず今現状の当てはめられるところから当ては

めてみようということで、それに〇〇〇〇して、どういうことがあり得るのかっ

ていう、先ほどの議題 2の方、関わってくることが決まってくれば、それがその

まま自動的に適用されるのかなと思います。 

 

みなさまよろしいですか。 

 

（杉原委員） 

先ほど松本委員の方からパブリックコメントについての話題があったんです

けど、1つ提案ということですけど、私、今町内会の役員をしてまして、毎月 100

件ぐらいの配り物を担当するんですけど、その中に松江市の市報が入っていま

す。 

これは自治会の住民じゃない、入っておられない方にも必ず配るということ

で、対象者は要するに、市内の方全員ということになると思うんですけども、そ

の市報を活用するっていうのも必要じゃないかなと思います。 

今回のこの、事前協議のことについても、殿町のマンション或いはこの間のク

レアのマンションなどもあって、市民の関心は非常に高いと思っています。 

ですのでその市報の中に、これについて意見を求めますということを入れて、

例えばＱＲコードでもつけて、或いはホームページに飛ぶようにして、それだけ

でも関心がある方は見られると思いますので、そういった方法もあるんじゃな

いかなと思います。 

ちなみに 6 月号はもう間もなく多分配布だと思いますので、来月以降になる

かと思いますけど、そういう方法もあるのではないかなと思いました。 
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（千代会長） 

杉原委員らしいご意見だったかと思います。 

たまにパブリックコメントを求めているものも出ていますよね。 

ただ、非常に何て言うのか、大枠のことしか書いてなくて、中身はどういうも

のなのっていうふうになるとなかなかイメージしづらかったり、なんか申し訳

程度に書いてある、申し訳程度にっていう言い方も変ですけど、書いてあること

は小さく載ってるなっていうのもあります。 

その辺また、紙面の問題もあるかと思いますけど、何かこう、市民の方々が目

につきやすいようなメディアを使って効果的に経済的にやっていくのはひとつ

考え方としてあるかなと。 

 

（金坂委員） 

何回もすみません。 

今の杉原委員のことにプラスですが、そのパブリックコメントに対して市長

がＳＮＳを積極的に使っていろんな行事に参加されてるのを公開しておられま

すけども、それをパブリックコメントの 1つに活用されたら、若い方も、フェイ

スブックとかインスタとかですぐ反応できると思いますので、このご時世です

ので、せっかくだったら、そういうのを使ってみるのも検討されてはいかがでし

ょうか。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。 

検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

西村先生の方が、時間がありますので、ちょっとご意見をいただければという

ふうに思いますけども、よろしいでしょうか。 

 

（千代会長） 

西村先生、今までのところご議論聞いておられて何か、率直なご意見等ござい

ましたらお願いできますでしょうか。 

 

（アドバイザー） 

はい。 

事前協議の制度をかなりのところが導入されてるので、ぜひやられる必要が

あるんじゃないかなというふうに思います。 

先ほどの議論の中でどの辺からかっていうことがありましたけども、大半の
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大きな事業では、事前協議の前から事前相談で、初期の段階から相談に来られる

と思うので、事前協議の正式なスタートはここになりますけども、かなり早い段

階からいろんな対応ができるといいかなっていうのはあります。それから世界

遺産との関連なんですけども、バッファゾーンを、いずれにしてもバッファゾー

ンになると思いますので、バッファゾーンの中にどういうものが建つのか、許容

できるかという議論もどこかでやらないといけなくなるのかなと思うんですけ

ども、その時は海外の人がチェックをするので、海外の感覚で問われるとですね、

規制にどれぐらい強制力があるのかとか、よく聞かれるもんですから、そういう

意味ではですね、ここで今の議論をされているルールってのは、どれぐらい強制

力があるのかっていうことも併せて少し議論を、確認しておく必要があるのか

なというふうに思いました。 

 

（千代会長） 

西村先生、ありがとうございます。 

確かに建物の種類ですよね。ビルディングタイプ。だから高さももちろん大事

ですけど、それだけじゃなくて、どういう建物がどういうふうなエリアに配置さ

れているのかというのはとても質の問題かと思いますけど、重要な論点だなと

いうふうに思います。 

その辺りはまた、今回の審議 1 のところで議論していくところになるかなと

思いますけれども。 

西村先生、ご意見ありがとうございました。 

 

そうしますとよろしいですかね。 

今までの議論をちょっとまとめさせていただきたいんですけど、特に今回の 1

から 5までの中では、特に 3番と 5番ですね。 

申出の期間 120 日という期間についてどう考えるのか、或いはもう少しさか

のぼるのかというような期間の問題。或いはもう少しその最初に相談されてき

た時期からいろんな手はあるかと思うんですけど、期間の問題に対する考え方

をはっきりした方がいいんじゃないか。 

もう 1つは、3番の対象エリアですね。対象エリアの設定の仕方。 

それぞれ別の各論はたくさん出ておりますので、そこをどういうふうな、考え

方でもってどういうふうにして決めていくのかというようなところが、とりわ

け再考が必要だなというふうなご意見だったかなっていうふうに思います。 

さらに加えて、この 1 番から 5 番になかったこと、特にパブリックコメント

とか、事業者並びに市民の方に周知というところではやはり重要な問題ですの

で、そこをしっかりしていくべきだというよういうようなことにまとめられる



第 51回松江市景観審議会会議録（要旨） 

 

47 

 

かなと思いますけれども。 

いかがでしょうか、ご了解いただけますでしょうか。 

 

≪委員了承≫ 

 

はい。 

そういうふうなことになりましたので、事務局の方へお返ししたいというふ

うに思います。 

 

（事務局） 

そうしますと皆様大変ありがとうございました。 

説明内容と重複いたしますが、本日いただいた意見をもとに、事前協議制度に

つきまして骨子案を作成し、パブリックコメントを行いたいと考えております。

パブリックコメントでいただいた意見を参考にしながら、制度内容を固めて参

ります。その後もう一度景観審議会を開催し、皆様に改めて制度内容についてご

審議をいただきたいと思っておりますので、何卒引き続きご協力いただきます

ことをお願い申し上げます。 

 

（千代会長） 

他に、言い忘れたこととか、他付け加えたいことがあれば。 

よろしいですかね。 

それでは、みなさまありがとうございました。 

結構色々なことが重複して、なかなか難しいかなと思います。長時間、大変お

疲れ様でございます。 

 

（事務局） 

千代会長、円滑な議事進行ありがとうございました。 

以上をもちまして、第 51回松江市景観審議会を閉会させていただきます。 

長時間にわたりありがとうございました。 
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